
　　八街市の職員の任用、服務や勤務条件などの人事行政の運営等の状況および職員の給与・定員管理の状況などを
　市民の皆さんにご理解いただくため、次のとおり公表します。
　　なお、市ホームページでも公表する予定です。

問総務課　☎４４３−１１１３

八街市人事行政運営等の 状況八街市人事行政運営等の 状況

１．職員の任免および職員数に関する状況
　○採用・退職者数（令和６年度）　　　　　　　　　　　

採用者数 退職者数
26 人 34 人

　○部門別職員数の状況と主な増減理由（各年４月１日現在）　（注）職員数は一般職に属する職員数です。
職　員　数 対前年

増減数 主　な　増　減　理　由 令和７年 令和６年
一 般 行 政 部 門 411 人 414 人 △３人 予防接種業務の対応体制見直しによる減
教 育 部 門 79 人 80 人 △１人 組織の見直しによる減
公 営 企 業 等 54 人 55 人 △１人 組織の見直しによる減
合 計 544 人 549 人 △５人

　○一般行政職の級別職員数の状況（令和７年４月１日現在）
区　　　　分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級

標準的な職務内容 主事補 主　事 主任主事 主査補 係　長 副主幹 課　長 部　長
職　 　員　 　数 30 人 52 人 68 人 36 人 56 人 75 人 28 人 10 人
構 　　成　 　比 8.5 % 14.6 % 19.2 % 10.1 % 15.8 % 21.1 % 7.9 % 2.8 %

参
考

１年前の構成比 7.1 % 16.3 % 18.6 % 9.1 % 17.4 % 20.6 % 8.0 % 2.9 %
５年前の構成比 5.0 % 15.0 % 14.4 % 11.4 % 24.2 % 19.4 % 7.2 % 3.3 %

　 （注） １．一般行政職とは、全職員のうち税務、福祉、企業職など以外の業務に従事している職員のことを指します。
　　　　２．職員の職務は、その複雑性、困難性および責任の度合いに基づき１級から８級に分類されています。
　　　　３．標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。
　　　　４．構成比は、端数処理の関係で、合計が 100％にならない場合があります。

２．職員の給与の状況
　○人件費の状況　　　　　　　　　　　　
　　人件費とは、一般職に支給される給与と市長や議員など特別職に支給される給料、報酬、手当のほか、共済費など
　を含む経費の合計をいいます。
　　令和６年度一般会計決算における人件費の状況は次のとおりです。

住民基本台帳人口（R7.3.31現在） 歳出額（A） 実質収支 人件費（B） 人件費率（B/A）（参考）令和５年度の人件費率
66,607 人 25,414,263 千円 751,204 千円 4,721,759 千円 18.6 % 18.6 %

　○職員給与費の状況（一般会計予算）
　　令和７年度一般会計当初予算における給与費の状況は次のとおりです。
　　会計年度任用職員以外の職員

職員数（A） 給　　　与　　　費 １人当たり給与費（B/A）給　　料 職員手当 期末・勤勉手当 計（B）
576 人 2,127,390 千円 275,325 千円 881,781 千円 3,284,496 千円 5,702 千円

　 （注）職員数は、一般会計における令和７年４月１日現在の一般職の職員の総数であり、職員手当とは、扶養手当、
　　　　住居手当、 通勤手当などの各種手当（退職手当を除く）をいいます。
　　会計年度任用職員

　○ラスパイレス指数の状況
八街市 全国市平均

令和 ６ 年 99.0 98.6
平成 31 年 98.9 98.9

 （注） １．ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の
　　　　　地方公務員の給与水準を示す指数です。
　　　２．全国市平均とは、政令指定都市を除く全国の市の平均です。

　○職員の平均年齢、平均給料月額および平均給与月額の状況（令和７年４月１日現在）
　　会計年度任用職員以外の職員　　　　　　　　　　　　会計年度任用職員

区　分 一　般　行　政　職
平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

八街市 334,611 円 356,221 円 43.7 歳
国 332,237 円 414,480 円 41.9 歳

　 （注）１．平均給料月額とは各職種ごとの職員の基本給の平均をいいます。
　　　　２．平均給与月額とは給料月額と扶養手当、地域手当などの諸手当額合計の平均をいいます。
　        　３.   令和７年度は、行政職４級以上の職員および 60 歳以上の職員を対象に給料月額の２％減額、地域手当の不   
 　　　　　  支給および管理職手当の 20％減額を実施しました。

一般行政職 八　街　市 国
決定初任給 採用２年後 決定初任給 採用２年後

大学卒 220,000 円 230,000 円 総合職　230,000 円 総合職　242,000 円
一般職　220,000 円 一般職　230,000 円

高校卒 194,500 円 207,400 円 188,000 円 201,000 円

　○職員の初任給の状況（令和７年４月１日現在）
　　卒業後すぐに採用されたときの初任給と、引き続き２年間勤務したときの給料月額は次のとおりです。

　○会計年度任用職員の活用状況（令和７年４月１日現在）
　　令和７年４月１日現在における会計年度任用職員（フルタイム）の職員数は67人です。

職員数（A） 給　　　与　　　費 １人当たり給与費（B/A）給　　料 職員手当 期末・勤勉手当 計（B）
65 人 179,213 千円 10,274 千円 71,601 千円 261,088 千円 4,017 千円

　 （注）職員数は、一般会計における会計年度任用職員（パートタイムを除く）の当初予算上の職員数であり、職員手
　　　　当とは、地域手当、通勤手当などの各種手当（退職手当を除く）をいいます。

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

226,715 円 233,584 円 50.3 歳

問



　○職員手当の状況（令和７年４月１日現在）
　　職員には、給料および職員手当を支給しますが、代表的な職員手当の概要は次のとおりです。

区　分 八　街　市 国の制度
との異同

支給実績
令和６年度

決算

扶養手当
○子　11,500 円
　16 歳〜 22 歳の子　１人　5,000 円加算
○配偶者　3,000 円
○その他の扶養親族　6,500 円

同じ 41,825 千円

住居手当
○借家の場合
　（家賃が 16,000 円を超える場合に限る）
　家賃の額に応じて 28,000 円を限度に支給

同じ 27,568 千円

通勤手当

○電車・バスを利用する場合
　定期代など 150,000 円を上限に支給
○乗用車などを使用する場合
　使用距離などに応じて 2,000 円〜 31,600 円　
　を支給

同じ 37,054 千円

期末手当
勤勉手当

（令和６年度支給割合）
期末手当 勤勉手当

6月期 1.225（1.025）月分 1.025（1.225）月分
12月期 1.275（1.075）月分 1.075（1.275）月分

計    2.5（2.1） 月分   2.1（2.5）月分

　職制上の段階、職務の級等による加算措置有  
   （　 ）内は特別管理職員の支給割合（行政職  
   ８級の職員）

同じ
期末　　　　
475,844 千円
勤勉　　　　
392,214 千円

退職手当
（注２）

区　分 自己都合 勧奨・定年

支給率

勤続 20 年 19.6695月分 24.586875月分
勤続 25 年 28.0395月分 33.270750月分
勤続 35 年 39.7575月分 47.709000月分
最高限度額 47.7090月分 47.709000月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置
（２〜 20% 加算）

１人当たり平均支給額 17,306 千円

同じ −

支給対象地域 八街市全域

地域手当
（注１）

支　　給　　率 　３％
支給対象職員数 564 人
国の制度との異同 同じ
地域手当１人当たり
平均支給年額

（令和６年度決算）
115,495 円

時間外勤務
手　　　当 令和６年度決算

支　　給　　総　　額 109,297 千円
令和５年度決算

支　　給　　総　　額 87,681 千円
職員１人当たり支給年額 194 千円 職員１人当たり支給年額 153 千円

　○特別職の報酬等の状況（令和７年４月１日現在）　
区　分  　月　額 区　分     月　額

給料
市　長 830,000 円

報酬

議　長 445,000 円
副市長 690,000 円 副議長 400,000 円
教育長 650,000 円 委員長 365,000 円

議　員 355,000 円

区　分 令和６年度支給割合 区　分 令和６年度支給割合

期末手当
市　長
副市長
教育長

6 月期 2.025月分
期末手当 議　員

6 月期 2.025月分
12 月期 2.175月分 12 月期 2.175月分

計 4.200月分 計 4.200月分

３．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
　○勤務時間および休憩時間の状況　　　　　　　　　　　　　　　○年次休暇の状況　○育児休業・育児短時間勤務
　　勤務時間などの状況は次のとおりです。また、保育園や中央公民　　（令和６年度）　  　 および育児部分休業の取得状況　
　館などの勤務場所では、これと異なる勤務形態の場合があります。　　　　　　　　　     　　（令和６年度）

１週間の
勤務時間

勤務時間の割り振り
始業時間 終業時間 休憩時間

38 時間 45 分 午前８時 30 分 午後 5 時 15 分 正午〜午後１時

平均取得日数
13.7 日

区　　分 取得者数
育 児 休 業 15 人
育児短時間勤務 ０人
育 児 部 分 休 業 15 人

４．職員の分限および懲戒処分の状況（令和６年度）
   ○職員の分限処分の状況
　　心身の故障のため、職務の遂行に支障がある職員などに
　対しては、公務能率の維持などのために、職員の意に反し
　て降任、免職または休職の処分を行うことができます。
　　令和６年度には、８人の職員が心身の故障などにより休
　職処分を受けています。
   ○職員の懲戒処分の状況
　　職務上の義務に違反した職員などについては、公務にお
　ける規律と秩序を維持するために、戒告、減給などの処分
　を行うことができます。
　　令和６年度は、１人の職員が私事欠勤により減給の懲戒
　処分を、また、１人の職員が不適正な事務対応により戒告
　の懲戒処分を受けています。
５．職員の服務の状況（令和６年度）
　　すべての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のため
　に勤務し、かつ、職務の遂行にあたっては、全力を挙げて
　専念しなければならないこととされています。
　　この服務の基本原則を忠実に実行するため、さまざまな
　機会において職員の綱紀の粛正や服務規律の確保の周知徹
　底を行っています。

６．職員の研修および勤務成績の評定の状況（令和６年度）
　　職員の資質向上を目的に、庁内において情報セキュリテ
　ィ研修、協働のまちづくり研修会などを実施したほか、各
　種研修機関などを利用して階層別研修や専門研修を実施し
　ています。
　　また、職員の勤務について、必要に応じて能力や実績な
　どに関しての勤務成績の評定を行い、その評定の結果に基
　づき、昇給や昇任などを行っています。
７．職員の福祉および利益の保護の状況（令和６年度）
　○職員の福祉および福利厚生の状況
　　職員の健康管理状態を把握し、疾病などの早期発見を行
　うため、定期健康診断、生活習慣病予防検診を実施してい
　ます。
　　職員の福利厚生事業については、市に代わり、八街市職
　員組合が実施しました。（職員組合への補助金は凍結中です）
　　また、出産費助成、育児・介護休暇助成などの給付事業
　については、県内市町村とその職員が共同で福利厚生事業
　を運営しています。
 　（千葉県市町村職員互助会負担金　798,107 円）
　○職員の利益の保護の状況
　　令和６年度における千葉県市町村公平委員会に対する勤
　務条件に関する措置の要求、不利益処分についての審査請
　求はありませんでした。

　○職員の経験年数別、学歴別平均給料月額の状況（令和７年４月１日現在）
区　　分 経験年数 10 年 経験年数 15 年 経験年数 20 年

一般行政職 大学卒 274,025 円 304,613 円 348,619 円
高校卒 該当なし 該当なし 該当なし

　 （注）経験年数とは、卒業後すぐに採用され、引き続き勤務している場合には採用後の年数をいい、採用前に職歴など  
　　　のある場合には、その期間を換算し、採用後の年数に加算した年数をいいます。

 （注１）
　特例条例により、行政職４級以上の職
員および 60歳以上の職員の令和７年度
支給割合を０％としています。
 （注２）
　退職手当の１人当たり平均支給額は、
令和６年度に退職した全職種に係る職員
に支給された平均額です。

※特別職の給料は、令和７年４月１日〜令和８年３月31日の間、給料月額
より市長は15％、副市長は10％、教育長は８％の減額を行っています。


